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名張市高齢者保健福祉計画（第９次改訂） 

・ 介護保険事業計画（第８次改訂）（案） 
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団塊ジュニア世代65歳以上に 

2040 年度 

（令和22 年度） 

▲ 

▲ ▲ 

団塊の世代が75歳以上に 

第１章 計画の策定に当たって 

 

１．計画策定の背景                              

介護保険制度は、創設以降、介護サービスの利用が広がり、サービス提供のための費

用も年々増加しており、いわゆる団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者に到達する２０

２５（令和７）年を本計画期間中に迎えます。団塊ジュニア世代が６５歳以上となる２

０４０（令和２２）年には、本市の８５歳以上高齢者人口はピークを迎えると推計され

ており、医療・介護双方のニーズを有する高齢者など様々なニーズのある要介護高齢者

は今後更に増加し、生産年齢人口が急減することが見込まれています。中長期的な人口

構造の変化の見通し等を勘案して、制度の持続可能性を確保することや、高齢者が住み

慣れた地域で住み続けることができる環境づくりが喫緊の課題となっています。本計画

は、介護保険の円滑な実施と高齢者保健福祉施策の総合的なサービス提供体制づくりを

図るため、本市の人口動態の変化や現状の介護サービスの給付状況等を基に中長期的な

介護サービス基盤の整備を行うなど、必要な取組及び方策を定めます。 

 

２．計画の性格                                  

本計画は、老人福祉法第２０条の８に基づく「市町村老人福祉計画」と介護保険法第

１１７条に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定するものです。 

  本計画は、本市の総合計画及び第４次名張市地域福祉計画における理念や指針を基に、

三重県や本市の保健、医療、福祉等その他の法令等の規定による計画との整合性を図り

ます。 

 

３．計画期間                                  

 計画期間は、２０２４（令和６）年度から２０２６（令和８）年度までの３年間です。 

 

第６・７期介護保険業 

計画期間 

第８期介護保険事業 

計画期間 

第９期介護保険事業 

計画期間 
     

2015 年度～2020 年度 

（平成27年度～令和2年度） 

2021 年度～2023 年度 

（令和3年度～令和5年度） 

2024 年度～2026 年度 

（令和 6 年度～令和 8 年度） 
     

            

 

2025（令和７）年までの⾒通し 

2025（令和７）年・2040（令和 22）年までの⾒通し 

2040（令和 22）年までの⾒通し 
  高齢者保健福祉計画 

（第８次改訂） 
・介護保険事業計画 
（第７次改訂） 

高齢者保健福祉計画 
（第９次改訂） 
・介護保険事業計画 
（第８次改訂） 
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第２章 高齢化の現状と高齢者の実態 

 

１．人口の推移と高齢化率の上昇                         

本市の人口は、大規模な住宅地開発に伴い、１９７０（昭和４５）年以降、増加を続

けていましたが、近年は減少が続いています。年代別人口を見ると、６５歳以上の高齢

者人口は２０２５（令和７）年までは増加し、以降は緩やかな減少傾向にありますが、 

高齢化率は、２０１５（平成２７）年の２８．０％から２０４０（令和２２）年の 

３９．６％へ上昇する見込みです。一方で、地域の支え手である生産年齢人口割合は、 

今後も低下する見込みです。 

 

 
 

２．要介護・要支援認定者数、要介護・要支援認定率の推移             

本市の要介護（要支援）認定者数は、高齢化率の上昇に伴い増加傾向にあります。認

定率（第１号被保険者における認定者数の割合）についても、近年、後期高齢者（７５

歳以上）数と共に増加傾向にあります。 
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【出典】  
図︓厚⽣労働省 地域包括ケア「⾒える化」システムより・2005 年から 2020 年まで︓総務省「国勢調査」 
2025 年以降︓国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の地域別将来推計⼈⼝（平成30（2018）年3 月推計）」 
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第３章 計画推進の体系 

 

１．基本理念 

 

 

 

 

  総合計画や地域福祉計画などと本計画と連動させながら、住民一人ひとりの暮らし

と生きがい、地域を共に創っていく「地域共生社会」を目指します。 

 

２．基本目標                                  

以下の五つの基本目標を設定し実現に向けた施策の推進を図ります。 

基本目標１ 介護予防・重度化防止の推進 

基本目標２ 認知症施策の推進 

基本目標３ 在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進 

基本目標４ 住み慣れた地域で生活するための安心・安全の確保 

基本目標５ 介護保険制度の円滑な運営 

 

第４章 基本目標に係る施策と評価指標 

 

１．地域共生社会に向けた取組                             

高齢の親と無職独身の５０歳代の子どもが同居する生活困窮世帯「８０５０問題」や、 

介護と育児に直面する世帯「ダブルケア」など複合化した課題、障害、ＤＶ、虐待、消

費者被害など周囲が気付かずに解決が困難になるケースなど、すぐに解決策を講じるこ

とが難しい複雑化、多様化、深刻化した福祉課題が生じています。 

本市では、こうした課題解決に向けて、各地域に設置した「まちの保健室」を中心に

地域づくりと地域福祉の取組を一体的に進めてきました。この取組を更に深化・推進さ

せていくために「地域福祉教育総合支援ネットワーク」によって、住民主体の課題解決

力を高める環境整備や多機関協働による包括的相談支援体制の推進、「社会的処方」に

よる支援機能が効果的に発揮できる体制整備に努めます。 

こうした取組は、基本目標に係る施策を推進していく基礎となるものであり、各分野

の関係機関や地域の多様な支え合い活動のネットワーク化を図っていく中で、多様な主

体が連携し、地域課題を把握して解決を試みる重層的な支援体制づくりを進め、地域共

生社会の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

【基本理念】 まちじゅう つながる ささえあう 
～いつまでも、いきいきと、自分らしく暮らせる地域共生社会の実現を目指して～ 
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◆地域共生社会の実現を目指す「地域福祉教育総合支援ネットワーク」         

複合的な生活課題を抱える人の相談に、総合的に対応できるエリアネットワークの中

で、誰もが支え合う地域共生社会の実現を目指します。 

エリアディレクター（相談支援包括化推進員）が地域の課題を検討する各種会議（エ

リア会議等）において、行政の縦割りを解消し、関係機関と協働・連携・調整・相談・ニ

ーズの把握・情報提供等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個 別 施 策 

複合的な生活課題に対応

できる体制の構築 

・「地域福祉教育総合支援ネットワーク」の取組 

高齢者に対する包括的・

継続的なケア体制の構築 

・多機関協働による包括的支援体制の構築 

・社会的処方の取組（リンクワーカー） 

① 住民主体の課題解決力 地域力を生かした生活支援や配食サービスなど地域の社会

資源や仕組みなどを基盤として、地域社会に多様なつながりが生まれやすくするた

めの環境整備を推進します。 

② 多機関協働による包括的相談支援体制 教育を含め、高齢者、障害者、子どもなど

の各分野を横断した連携や相談支援体制を更に推進します。 

③ 「社会的処方」による支援機能 ひきこもりや支援拒否など、これから必要となる

断らない相談支援・参加支援（社会とのつながりや参加の支援）や専門職による伴

走型支援といった「社会的処方」による支援機能の充実を図り、全世代・全対象型

包括支援機能を持つ「地域福祉教育総合支援ネットワーク」を推進します。 
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※高齢者数・高齢化率 住民基本台帳人口 
（2023（令和5）年10月１日現在） 

 

◆五つの日常生活圏域                               

本市の日常生活圏域は、地域づくり組織のある１５地域をベースに、地区同士のつな

がりや交通網の整備状況、福祉サービス提供基盤整備状況などを勘案して設定していま

す。１５地域を担当する保健師に加えて、各日常生活圏域を担当する保健師を配置し、

地域包括支援センターのブランチである１５地域の「まちの保健室」の職員、各地域の

民生委員・児童委員と共に、高齢者の見守りや介護予防事業を展開し、高齢者の支援体

制の強化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市内１５か所に設置した「まちの保健室」                     

まちの保健室は地域づくりと一体的に地域福祉を推進し、地域住民の日常の生活圏に

対応する健康福祉の拠点づくりを進めるため、身近な健康づくり・地域福祉活動の拠点

として設置しています。社会福祉士や看護師、介護福祉士など有資格者各２～３人を配

置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活圏域 地域 
高齢者 

人口 

高齢化

率 

日常生活圏域

１ 

名張、鴻之台・希央台、 

蔵持、梅が丘 
5,398人 29.2% 

日常生活圏域

２ 

薦原、美旗、比奈知、 

すずらん台 
6,385人 35.5% 

日常生活圏域

３ 

錦生、赤目、箕曲、 

百合が丘 
5,295人 36.4% 

日常生活圏域

４ 
つつじが丘、国津 4,017人 37.8% 

日常生活圏域

５ 
桔梗が丘 4,620人 33.6% 



7 
 

２．基本目標１ 介護予防・重度化防止の推進                   

高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援し、

要介護状態又は要支援状態となることの予防、要介護状態等の軽減や重度化防止に取り

組みます。 

 個 別 施 策 

介護予防・日常生活

支援総合事業の推進 

・第１号訪問事業（訪問型サービス）の推進 

・第１号通所事業（通所型サービス）の推進 

・第１号介護予防支援事業の推進 

・介護予防把握事業の推進 

・介護予防普及啓発事業の推進 

・地域リハビリテーション活動支援事業の推進 

・地域介護予防活動支援事業の推進 

・高齢者等へのごみ出し支援 

包括的・継続的なケ

アマネジメント支援

事業の推進 

・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の推進 

健康づくりから介護

予防の一体的な取組 

・生活習慣病の予防と社会生活を営むために必要な機能の 

 維持・向上 

・低栄養防止事業の推進  

・生活習慣病重症化予防 

・糖尿病性腎症重症化予防 

生きがいにつながる

活動に取り組める環

境の充実 

・生涯学習に取り組める環境の充実 

・スポーツに取り組める環境の充実 

・就労機会の創出 

初期相談対応 ・初期相談対応  

・介護保険制度情報の提供 

 

３．基本目標２ 認知症施策の推進                        

認知症の発症を遅らせ、認知症になってもできる限り地域で自分らしく暮らし続け

ることができるよう、早い時期からの適切な関わりと必要なケアの向上に努めるとと

もに認知症に関する正しい知識と理解を深めることができるよう、総合的な支援に取

り組みます。 

 個 別 施 策 

認知症高齢者との共

生を目指した総合支

援 

・早期発見・早期対応への取組  

・地域での見守り体制の整備 

・関係機関等の相互の連携を高める取組 
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認知症高齢者の家族

介護者への支援 

・ひとり歩き高齢者家族支援サービス事業の推進 

・家族介護支援事業の推進 

認知症の予防 ・認知症の予防 

認知症高齢者等への

理解の普及啓発 

・認知症高齢者等への理解の普及啓発 

若年性認知症の方へ

の支援 

・若年性認知症の理解促進 

・若年性認知症者の生活の維持・継続への支援 

認知症ケアの拠点の

充実 

・認知症対応型共同生活介護の整備 

 

４．基本目標３ 在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進            

地域包括ケアシステムの構築に必要となる在宅医療の提供体制は、医師会等と協働し

て、在宅医療の実施に係る体制の整備や在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成を

推進することが重要であることから、医療、福祉、保健従事者など多職種間の連携を図

りながら、医療と介護の包括的なネットワークの構築に取り組み、継続的な支援体制の

整備を推進します。 

 個 別 施 策 

在宅医療・介護連携

の推進 

・地域の医療・介護資源の把握 

・在宅医療、介護連携の課題の抽出と対応 

・切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

・医療・介護関係者の情報共有の支援 

・在宅医療・介護連携に関する相談支援 

・医療・介護関係者の研修 

・地域住民への普及啓発 

・在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

要介護者に対応した

在宅医療充実に向け

ての検討 

・医療ニーズの高い要介護者への対応 

 

５．基本目標４ 住み慣れた地域で生活するための安心・安全の確保         

高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活ができるよう、生活

支援コーディネーター（地域支え合い推進員）等による地域のニーズや資源の把握、

関係者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等に取り組むとともに、防災や

感染症対策について平時からの備えと災害・感染症発生時の支援・応援体制の構築に

努めます。 
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 個 別 施 策 

権利擁護事業の推

進 

・成年後見制度の活用促進  

・高齢者虐待防止の推進 

・老人福祉施設等への措置の支援  

・困難事例への対応 

・消費者被害の防止  

・新しい見守り体制の研究 

・地域において自立した生活が送れる支援 

生活基盤の整備・

充実 

・配食サービス事業の推進 

・高齢者実態調査等による実態把握 

・緊急通報システム事業の推進 

・軽度生活援助事業の推進 

・生きがい活動支援通所事業の推進 

・老人クラブ活動への支援 

地域における支援

体制の推進 

・生活支援体制整備事業の推進 

安心・安全な住環

境の確保 

・高齢者のニーズに合った住まいの情報提供 

・養護老人ホームへの措置入所 

・住宅の耐震化 

・災害時を想定した近隣の見守り・支援体制の構築 

・災害に対する備えに対する事業者への支援 

・住宅改修や福祉用具活用の推進 

・生活安定化への見守り強化 

・感染症に対する備えに対する事業者支援 

 

６．基本目標５ 介護保険制度の円滑な運営                    

本市の人口動態の変化や現在の高齢者の住まいの整備状況、今後必要な介護サービス

の見込量など中長期的な見通し等を勘案して、必要な介護サービス基盤の整備を行いま

す。また、ケアプラン点検等による介護給付費の適正化や、国が進めている介護サービ

ス事業所や施設における業務の効率化の取組及び介護人材の確保に向けた県の取組に対

する事業者への周知を図るなどの事業者支援など、介護保険制度の円滑な運営に資する

取組に努めます。 

 個 別 施 策 等 

施設・居住系サービ

ス 

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

・介護老人保健施設  

・介護医療院  

・特定施設入居者生活介護 
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居宅サービス ・訪問介護（ホームヘルプサービス）  

・訪問入浴介護 

・訪問看護 

・訪問リハビリテーション 

・居宅療養管理指導 

・通所介護（デイサービス） 

・通所リハビリテーション（デイケア） 

・短期入所生活介護（ショートステイ） 

・短期入所療養介護（ショートステイ） 

地域密着型サービス ・認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホー 

ム） 

・小規模多機能型居宅介護  

・認知症対応型通所介護  

・地域密着型通所介護（デイサービス） 

・看護小規模多機能型居宅介護 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（特別養護老 

 人ホーム） 

市町村特別給付 ・紙おむつ等給付事業 

施設利用者に対する

支援 

・介護サービス相談員派遣事業の推進 

家族介護者に対する

支援 

・家族介護支援事業の推進 

介護保険事業者に対

する支援 

・介護保険サービス全般にわたる適正な指導・監督 

・介護保険事業所への情報提供等  

・介護人材の雇用促進 

介護給付適正化の取

組 

・要介護認定の適正化  

・ケアプランの点検 

・医療情報との突合・縦覧点検 

  

 急速に高齢化が進む中、地域の実情を踏まえ、中長期的な視点で優先順位を検討し、 

事業の検討及び見直しを図ります。 

 ・介護予防事業の取組の強化 

 ・ごみ出し支援等の実施に向けた検討 

 ・おむつ給付事業の対象者や給付方法の見直し 

 ・物価高騰等による自己負担金の見直し（配食サービス、軽度生活援助事業） 

 ・訪問理美容サ－ビス、高齢者外出支援サービス、位置情報サービス提供事業につ 

  いては、令和５年度末をもって終了しました。 
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７．計画の進捗管理に係る目標設定及び評価指標                          

本計画の基本理念から計画全体の推進状況を評価するための目標を設定します。また、 

五つの基本目標に対する施策について、施策の推進状況を評価するための指標を設定し

ます。この指標を用いて総合的に検証するとともに、本計画上のサービス見込み量等の

計画値と実績値の把握等を活用し、年度ごとに評価を行い、その評価を基に改善を行う

「ＰＤＣＡ」サイクルによる運用を行います。 

 

 

（１）計画全体の進捗に係る目標 

指 標 現状値 2023(R５)年度 目標値 2026(R８)年度 

日常生活の中で生きが

いを感じている高齢者

の割合 

７５．２％ ８１．０％ 

隣近所や地域の人との

交流があると感じてい

る市民の割合 

６２．９％ ７０．５％ 

日常生活圏域ニーズ調

査による健康に関連す

る指標の状況 

運動器機能低下  10.2％ 

閉じこもり    15.0％ 

転倒       24.8％ 

低栄養       1.4％ 

口腔機能低下   22.1％ 

認知        41.1％ 

うつ        39.1％ 

手段的自立度（IADL）低下     

10.6％ 

知的能動性低下  43.8％    

全項目のリスク該当者割合

の減少を目指します 

ケアプラン点検の実施

状況 － 

新規事業所のケアプラン点

検を開設から３年以内に実

施します 

 

（２）計画及び基本目標の進捗に係る評価指標 

計画に対する評価指標 

・多機関連携によるケース検討数 

基本目標１「介護予防・重度化防止の推進」に対する評価指標 

・第１号被保険者認定者数及び認定率 

・健康な暮らしを送っていると感じている高齢者の割合 
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※国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の地域別将来推計⼈⼝（2023（令和５）年推計）」補正値です。 

・週に１回以上運動している高齢者の割合  

・生涯学習に取り組んでいる高齢者の割合 

・特定健康診査の受診率  

・「まちの保健室」の相談件数 

基本目標２「認知症施策の推進」に対する評価指標 

・認知症初期集中支援チームにおける医療・介護認定・サービス利用につながった 

割合 

・認知症サポーター養成数 

基本目標３「在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進」に対する評価指標 

・地域医療機関での現在の医療体制に満足している市民の割合 

・在宅医療支援センターによる相談件数 

・医療・介護多職種連携研修の実施件数、参加人数 

基本目標４「住み慣れた地域で生活するための安心・安全の確保」に対する評価指標 

・地域づくり活動に参加したことのある高齢者の割合 

・地域における生活支援活動の実施状況  

・現在の住まいと周辺地域の住環境について、生涯、安心して快適に暮らすことが 

できると思う高齢者の割合 

基本目標５「介護保険制度の円滑な運営」に対する評価指標 

・サービス基盤整備数  

・リハビリテーションサービスの提供事業所数と利用率 

・介護サービス相談員の受入れ事業者数 

・介護給付適正化事業の実施状況 

 

第５章 介護保険事業の運営見込み 

 

１．計画期間及び２０４０年における人口推計  

 2024 年度 
(R６年度) 

2025 年度 
(R７年度) 

2026 年度 
(R８年度) 

2040 年度 
(R22 年度) 

総⼈⼝ ⼈ 72,849  71,965 71,187 59,203 

⾼齢化率 ％ 35.2 35.6 36.1 42.2 

第１号被保険者数 ⼈ 25,625  25,644 25,665 24,982 

前期⾼齢者（65〜74 歳） ⼈ 11,887  11,389 11,103 9,732 

後期⾼齢者（75〜84 歳） ⼈ 9,894 10,326 10,407 8,073 

後期⾼齢者（85 歳〜） ⼈ 3,844 3,929 4,155 7,177 

第２号被保険者数 ⼈ 24,121 23,947 23,686 17,957 

総  数 ⼈ 49,746 49,591 49,351 42,939 
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２．計画期間及び２０４０年における要介護認定者数の推計 

※第１号被保険者割合は総⼈⼝に占める認定者の割合、前期⾼齢者割合は前期⾼齢者⼈⼝（65〜74 歳）に占める認 
 定者の割合、後期⾼齢者割合は後期⾼齢者⼈⼝（75 歳以上）に占める認定者の割合を表しています。 

 

３．サービス整備基盤の見込み                          

 
2023(R５) 

年度末 
整備済数 

第９期事業計画整備目標数 2026(R８) 
年度末 

整備済数 
2024 年度 
(R６年度) 

2025 年度 
(R７年度) 

2026 年度 
(R８年度) 

特定施設入居者⽣活介
護 居住系 220 床 ― ― ― 220 床 

介護⽼⼈福祉施設 施設 560 床 ― ― ― 560 床 
介護⽼⼈保健施設 施設 180 床 ― ― ― 180 床 
介護医療院 施設 40 床 ― ― ― 40 床 
地域密着型特定施設入
居者⽣活介護 

地域密着型 
（居住系） 0 床 ― ― ― 0 床 

認知症対応型共同⽣活
介護 

地域密着型 
（居住系） 142 床 ― ― 18 床 160 床 

地域密着型介護⽼⼈福
祉施設入所者⽣活介護 

地域密着型 
（施設） 59 床 ― ― ― 59 床 

認知症対応型通所介護 地域密着型 
（在宅） １事業所 ― ― ― １事業所 

⼩規模多機能型居宅介
護 

地域密着型 
（在宅） 11 事業者 ― ― ― 11 事業所 

看護⼩規模多機能型居
宅介護 

地域密着型 
（在宅） ― 整備を推進 1 事業所 

 

 

 2024 年度 
(R６年度) 

2025 年度 
(R７年度) 

2026 年度 
(R８年度) 

2040 年度 
(R22 年度) 

要支援１ ⼈ 465  482 501 564 

要支援２ ⼈ 865  911 946 1,146 

要支援 計 ⼈ 1,330  1,393 1,447 1,710 

要介護１ ⼈ 1,059  1,099 1,150 1,512 

要介護２ ⼈ 939  979 1,018 1,319 

要介護３ ⼈ 714  731 763 1,075 

要介護４ ⼈ 711  739 772 1,148 

要介護５ ⼈ 332  340 351 469 

要介護 計 ⼈ 3,755  3,888 4,054 5,523 

総  数 ⼈ 5,085  5,281 5,501 7,233 

第１号被保険者 ※ ％ 19.8 20.6 21.4 29.0 

前期⾼齢者 ％ 4.7 4.7 4.8 4.5 

後期⾼齢者 ％ 33.0 33.3 34.2 44.6 
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４．第１号被保険者保険料基準額の算定 

 計画期間（３年間）における標準給付費見込額の総額は２４０億８，６８１万３，６

９１円、地域支援事業費は１３億７，３９４万７，３５２円を介護保険事業に係る総事

業費として見込んでいます。総事業費に、第１号被保険者負担割合（２３％）を乗じ、

調整交付必要額や市町村特別給付費、介護給付費準備基金の取崩し（※）等を見込んで

算出した介護保険料収納必要額を基に保険料基準額を算出し、所得等に応じた第１号被

保険者の介護保険料を設定します。計画期間における保険料基準月額は、６，６００円

です。 

 

※これまで実施してきた給付適正化事業、介護予防事業の取組の成果によるほか、新

型コロナウイルス感染症のまん延による事業の中止や介護サービスの利用控え等に

よって、給付費等が予定していた見込額を下回ったことにより、余剰となった介護保

険料を、介護給付費準備基金に積み立てています。第９期介護保険料を設定するに当

たっては、介護給付費準備基金から６億円を取り崩し、保険料収納必要額に充てるこ

とにより、介護保険料の上昇を抑制し、第１号被保険者の経済的負担を軽減します。 

 

 

○ 介護保険料基準月額の推移                       （円） 

 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 

基準額 2,769 3,434 4,252 4,202 5,300 5,800 6,300 6,500 6,600 

増減額 ― 665 818 △50 1,098 500 500 200 100 

 

５．所得段階別保険料 

第1号被保険者の保険料は、介護保険法施行令により所得状況等に応じ、段階設定がさ

れています。国の定める標準段階は、９段階設定から本計画期間より１３段階設定に見直

しがなされました。低所得者への配慮など特別な配慮が必要である場合には、各市町村の

判断で弾力的な運用が可能であることから、本市では、非課税世帯の第１段階から第３段

階までの所得段階について、これまで保険料率（保険料基準額に対する割合）を国の基準

よりも低く設定してきました。この度の見直しにおいても、国の標準段階における保険料

率よりも低く設定することにより、低所得者の急激な保険料上昇の抑制を図ることとしま

す。さらに、国の方針に基づき、低所得者の負担軽減強化のため、本計画においても、非

課税世帯に対して、公費負担による保険料の負担軽減を継続して実施します。 
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６．2024（令和6）年度から2026（令和8）年度までの所得段階別保険料 

所得段階 対 象 者 保険料率 
保険料（円） 

年 額 月 額 

第1段階 

○生活保護受給の方 

○世帯全員が市民税非課税の方 

（老齢福祉年金受給の方又は合計所得

金額＋課税年金収入額が80万円以

下） 

基準額×0.43 

(0.26) 

34,056 

(20,592） 

2,838 

(1,716) 

第2段階 

○世帯全員が市民税非課税の方 

（合計所得金額＋課税年金収入額が

80万円超120万円以下） 

基準額×0.66 

(0.46) 

52,272 

(36,432) 

4,356 

(3,036) 

第3段階 
○世帯全員が市民税非課税の方（第

1・2段階に該当しない方） 

基準額×0.68 

(0.675) 

53,856 

(53,460) 

4,488 

(4,455) 

第4段階 

○世帯に市民税課税の方がおり、本人

が市民税非課税の方 

（合計所得金額＋課税年金収入額が

80万円以下） 

基準額×0.90 71,280 5,940 

第5段階 

○世帯に市民税課税の方がおり、本人

が市民税非課税の方 

（第4段階に該当しない方） 

基準額 79,200 6,600 

第6段階 
○市民税本人課税の方 

（合計所得金額が120万円未満） 
基準額×1.20 95,040 7,920 

第7段階 

○市民税本人課税の方 

（合計所得金額が120万円以上 

210万円未満） 

基準額×1.30 102,960 8,580 

第8段階 

○市民税本人課税の方 

（合計所得金額が210万円以上 

320万円未満） 

基準額×1.58 125,136 10,428 

第9段階 

○市民税本人課税の方 

（合計所得金額が320万円以上 

420万円未満） 

基準額×1.70 134,640 11,220 

第10段階 

○市民税本人課税の方 

（合計所得金額が420万円以上 

520万円未満） 

基準額×1.90 150,480 12,540 

第11段階 

○市民税本人課税の方 

（合計所得金額が520万円以上 

 620万円未満） 

基準額×2.10 166,320 13,860 

第12段階 

○市民税本人課税の方 

（合計所得金額が620万円以上 

 720万円未満） 

基準額×2.30 182,160 15,180 

第13段階 
○市民税本人課税の方 

（合計所得金額が720万円以上） 
基準額×2.40 190,080 15,840 

 

 ※ 非課税世帯（第１～３段階該当者）に対して、保険料の一部を公費で負担することとし、 

負担軽減した後の保険料率及び保険料を()内に示しています。 

 


